
入 札 公 示 
 

下記のとおり一般競争入札を行うので公示します。 

令和３年５月２０日 

 

社会福祉法人あいあい福祉会 

理事長 小熊 與太郎 

 

１．入札に付する事項 

①工 事 名  特別養護老人ホームみず和の郷ＧＨＰ入れ替え工事 

②施 工 場 所  福島市松川町水原字神明山２５番の２ 

③工事予定期間  令和３年７月１２日～令和４年３月３１日 

④工 事 概 要  ・既存のＧＨＰを撤去し、新たにＬＰガス非常用発電機とＧＨＰ 

          をＬＰガス振興センターより補助を受けて設置する事業 

・台数 発電機１台、ＧＨＰ９台 

・工種：ＬＰガス非常用発電機設置及びＧＨＰ入れ替え工事 

（機械設備・電気設備・建築内装・外構一括） 

⑤最低制限価格  設定無し 

 

２．入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

  ①地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者 

  ②福島県において競争入札参加停止期間中でない者 

  ③本工事に関する設置工事及び補助金申請から終了までの手続きを一括して行える 

   者 

④会社更生法に基づき更生手続開始申立てがなされている者又は民事再生法に基づ 

き再生手続開始の申立てがなされている者でないこと 

⑤暴力団体による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）及び 

 これら関連令により規定されている反社会的団体員である暴力団員が実質的に経 

 営する業者及びこれに準ずる者でないこと 

 

３．設計図書等の資料配布・質疑について 

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、資料等の配布は電話やメールにのみ受 

付けを行い、郵送またはメール等にて交付します。質疑及び回答については下記の 

通りとします。 

   ①配布受付期間  令和３年５月２０日（木）から令和３年５月３１日（月） 

   ②質疑及び回答  令和３年５月２８日（金）までメールまたは文書にて受付 

             令和３年５月３１日（月）までメールにて回答 

③連 絡 先  電話 ０２４－５６７－７７００ 

電話受付時間 午前９時～午後５時まで  担当 小熊 

郵送先 〒960-1243 福島市松川町水原字神明山２５番の２ 

          特別養護老人ホームみず和の郷 

             メールアドレス info＠ai‐ai.or.jp  （全て小文字） 

 

４．入札手続等について 

   ①入札期間     令和３年６月１日（火）から令和３年６月７日（月） 

             郵送のみにて受付 

②郵 送 先     〒960-1243福島市松川町水原字神明山２５番の２ 

特別養護老人ホームみず和の郷 小熊 行 



 

③入札方法     事後審査型一般競争入札とする 

          ア 配布した資料にある入札書を使用し、押印する印鑑は登録 

した代表印を使用すること。 入札書記載金額は消費税額 

（１０％）を含んだ合計金額を記載すること。 

イ 入札書を入れた封筒は、代表者印で封かんすること。 

ウ 開札は６月８日（火）１１時より、みず和の郷会議室に 

おいて、複数の理事立ち会いのうえ行う。 

エ 予定価格の制限の範囲内で最低価格で入札した者を「落札 

候補者」とする。 

オ 同価入札の場合はくじによる落札候補者を決定する。 

カ 予定額を超えている場合は、落札決定は保留し、落札候補 

者のうち第１順位の者から順に入札参加資格の確認を行 

ったうえで落札者を決定する。入札結果は入札日から一週 

間以内に行う。 

キ 入札で予定価格に達しない場合は、最低価格入札者と随意 

契約の協議を行うものとする。 

ク 落札者は後日入札金額に対応した工事内訳書を提出する 

こと。 

④入札の無効    ア 競争参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載 

をした者のした入札は無効とする。 

             イ 指定された日時に入札の郵便が無かった者。 

            ウ 入札において同一の者が２者以上の入札を行った場合。 

エ 入札記載金額の訂正及び記載内容が不明瞭な入札、及び記 

名捺印等の欠く入札の場合。 

オ 入札に関して公正な競争を阻害する行為が認められる者 

が行った入札。 

⑤入札保証金及び契約保証金は免除とする。 

⑥落札者の決定及び通知  令和３年６月８日郵送にて通知する 

 

５ その他について 

①ＬＰガス振興センターの補助を受けて設置する事業であるため、この補助事業に採 

 択された場合に本事業を実施する。 

②現場説明会及び入札会は行わないこととする。 

③申請書及び見積作成に関する費用は申請者の負担で行うこと。 

④機器類は別紙仕様書の参考型番機器以上の性能があれば、それ以外でも支障はない。  

⑤設計資料に明記なくても、ＬＰガス振興センター補助基準に基づき、必要な項目は 

  全て工事に含み、他一切の追加工事は受け付けないので注意すること。 

⑥入札に関する質問については、前述「設計図書等の資料配布・質疑」の項に記載の 

ある「質疑及び回答」及び「連絡先」の方法で受付け、回答する。 

⑦契約書については民間連合協定工事請負契約約款を使用し、作成すること。 


